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午前１０時００分 開 議

○議長（小松穂積） おはようございます。

これより、本日の会議を開きます。

○議長（小松穂積） 本日の議事は、議事日程第５号をもって進めます。

日程第１ 議案第４４号から第５０号まで及び報告第３号から第９号までを

一括上程

○議長（小松穂積） 日程第１、議案第４４号から第５０号まで及び報告第３号から第

９号までを一括して議題といたします。

これより議案の説明を求めます。

初めに、鈴木総務企画部長の説明を求めます。鈴木総務企画部長

【総務企画部長 鈴木健 登壇】

○総務企画部長（鈴木健） おはようございます。

私からは、議案第４６号財産の無償譲渡について御説明いたします。

恐れ入りますが、議案書の８ページをお願いいたします。

本議案は、市有財産のうち、旧若美中山間地域活性化施設を無償譲渡するため、地

方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

譲渡する建物は、旧若美中山間地域活性化施設、所在地は男鹿市野石字苦竹台１８

番地２、木造亜鉛鉄板葺平家建１５１．５４平方メートルで、譲渡の相手方は、男鹿

市野石字八ツ面１７７番地、申川町内会会長 佐藤由雄であります。

以上で説明を終わらせていただきますが、御可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（小松穂積） 次に、田村市民福祉部長の説明を求めます。田村市民福祉部長

【市民福祉部長 田村力 登壇】

○市民福祉部長（田村力） おはようございます。

市民福祉部で所管する議案第４４号及び議案第４５号の補足説明をいたします。

議案書の２ページをお願いいたします。

議案第４４号男鹿市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につい
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てであります。

本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金及び災害障害見

舞金の支給に関する事項の調査審議を行う男鹿市災害弔慰金等支給審査委員会を設置

するため、本条例の一部を改正するものであります。

近年、自然災害が頻発しており、能登半島地震、昨年の秋田市豪雨災害の事例等を

鑑み、今後、弔慰金等の支給に当たり、災害に関連しているか否かの審査が必要と

なった際、速やかに手続が進められるよう、現行の条例に新たに規定を加えるもので

あります。

次のページ、３ページをお願いいたします。

新旧対照表でありますが、１６条として新たに条文を追加し、審査委員会の設置を

規定するもので、委員は５人以内とし、医師、弁護士、その他市長が適当と認めるも

ののうちから必要の都度、市長が委嘱するものとし、その他必要な事項は規則で定め

る。とするものでございます。

次のページ、４ページをお願いいたします。

附則第１項は、本条例の施行期日を、公布の日とするもの、附則第２項は、条例の

一部改正にあわせ、男鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正し、審査委員会委員の報酬額を２万円と定めるものであります。

議案第４４号の補足説明は以上であります。

次のページ、５ページをお願いいたします。

議案第４５号男鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についてであります。

本議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育

所等における満３歳以上満４歳に満たない児童及び満４歳以上の児童の職員配置基準

を改めるため、本条例の一部を改正するものであります。

改正内容ですが、児童福祉法に基づき、市が認可する家庭的保育事業等の保育士配

置基準を改めるものであります。

次のページ、６ページをお願いいたします。

新旧対照表でありますが、第３０条は、小規模保育事業所Ａ型において、保育士等

の配置基準について、満３歳以上満４歳に満たない児童では、これまでのおおむね児
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童２０人につき保育士等を１人としたものを、１５人につき１人に、満４歳以上の児

童では、おおむね児童３０人につき保育士等１人としたものを、２５人につき１人に

改めるものであります。

以下、第３２条の小規模保育事業所Ｂ型において、第４５条の保育所型事業所内保

育事業所において、次のページ、第４８条の小規模型事業所内保育事業所において、

同様の配置基準に改めるものであります。

施行期日は公布の日からであります。

議案第４４号及び議案第４５号の補足説明は以上でございます。

よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 次に、湊産業建設部長の説明を求めます。湊産業建設部長

【産業建設部長 湊智志 登壇】

○産業建設部長（湊智志） おはようございます。

それでは、私のほうからは、産業建設部所管に係る議案第４７号及び議案第４８号

の２件について、補足説明を申し上げます。

議案書の９ページをお願いいたします。

まず、議案第４７号市道の廃止についてであります。

提案理由でございますが、本議案は、船川港仁井山地区で実施する林道整備に伴

い、馬生目１号線及び馬生目久貫線の２路線、延長３，２４２メートルの市道を廃止

するもので、道路法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

次のページは、市道廃止調書でございます。

なお、道路の延長、幅員及び路線箇所図につきましては、別ファイルで議案第４７

号市道廃止資料として配付してございます。

次のページ、１１ページをお願いいたします。

議案第４８号市道の認定についてであります。

提案理由でございますが、本議案は、前議案同様、船川港仁井山地区で実施する林

道整備に伴い、馬生目７号線及び久貫１号線の２路線、延長５４０メートルを市道認

定するもので、道路法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

次のページは市道認定調書でございます。

なお、議案第４７号と同様に、道路の延長、幅員及び路線箇所図につきましては、
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別ファイルで議案第４８号市道認定資料として配付いたしてございます。

私からの説明は以上でございますが、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（小松穂積） これより議案に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

次に、議案第４４号から第４８号までについては、御配付いたしております議案付

託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

議案付託一覧表を御確認いただけたでしょうか。

（「はい」と言う者あり）

○議長（小松穂積） よろしいですね。それぞれの常任委員会に付託いたします。

日程第２ 予算特別委員会設置、付託

○議長（小松穂積） 日程第２、予算特別委員会の設置を議題といたします。

お諮りいたします。予算に関する件を審査、調査することを特定事件とし、委員会

条例第６条の規定に基づき、議員１６人で構成する予算特別委員会を設置いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、予算に関する件を審査、調査す

ることを特定事件とし、委員会条例第６条の規定に基づき、議員１６人で構成する予

算特別委員会を設置することに決しました。

さらにお諮りいたします。議案第４９号及び第５０号については、予算特別委員会

へ付託することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、議案第４９号及び第５０号につ

いては、予算特別委員会へ付託することに決しました。
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日程第３ 議案第５１号を上程

○議長（小松穂積） 日程第３、議案第５１号令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 皆さん、おはようございます。

ただいま議題となりました議案第５１号の補正予算案につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。

本議案は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の物価高への支援の一環とし

て行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる納税義務者への調整給付

のほか、今年度新たに住民税非課税等となる低所得世帯への支援に要する経費を措置

したもので、歳入歳出それぞれ２億４，２００万円を追加し、補正後の予算総額を１

８１億４，２００万円とするものであります。

以上、提案理由について御説明を申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（小松穂積） これより議案に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。

日程第４ 予算特別委員会付託

○議長（小松穂積） 日程第４、予算特別委員会への付託を議題といたします。

お諮りいたします。議案第５１号については、予算特別委員会へ付託することに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、議案第５１号については、予算

特別委員会へ付託することに決しました。

休会の件

○議長（小松穂積） 以上で本日の議事は終了いたしました。
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お諮りいたします。６月２４日から７月１日までは議事の都合により休会いたした

いと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、６月２４日から７月１日までは

議事の都合により休会とし、７月２日、午後２時より本会議を再開し、各委員長の報

告を求めることにいたします。

本日は、これにて散会いたします。

午前１０時１５分 散 会
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議 案 付 託 一 覧 表
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いて

議案第４５号 男鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について

産業建設委員会

議案第４７号 市道の廃止について

議案第４８号 市道の認定について

予算特別委員会

議案第４９号 令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第１号）について

議案第５０号 令和６年度男鹿市下水道事業会計補正予算（第１号）について

議案第５１号 令和６年度男鹿市一般会計補正予算（第２号）について
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